


河川法（昭和 39年） （抜粋）
（工事実施基本計画）
第十六条  河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川

の河川工事の実施についての基本となるべき事項（以下「工事実施基本計画」い
う。）を定めておかなければならない。

２ 工事実施基本計画は、水害発生の状況並びに水資源の利用の現況及び開発を考
慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令の定める準則に従い、水
系毎に、その水系に関わる河川の総合的管理が確保できるように定めなければな
らない。
３ 河川管理者は、工事実施基本計画を定めるに当たっては、降雨量、地形、地質
その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の
発生を防止し、または災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮
しなければならない。
４ 建設大臣は、工事実施基本計画を定めようとする時は、あらかじめ、河川審議
会を聴かなければならない。

旧河川法解説

一級河川ついて、河川工事の実施は、指定区間については、都道府県知事に、指定区間
以外の区間については、地方建設局長または北海道開発局長に委任されているにも関わ
らず、工事実施基本計画は水系毎に建設大臣が自ら作成するものとされているものであ
る。
一級河川に関わる工事実施基本計画は、国土保全上又は国民経済上特に重要な意義を持
つものであるので、建設大臣がこれを作成する場合は、あらかじめ、河川審議会の意見
をきくべきものとして、学識経験者及び地方公共団体の意見を反映する道が開かれてい
る。

河川法（平成 9年） （抜粋）
（一級河川）
第四条  この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な

水系で政令で指定したものに係る河川（公共の水流及び水面をいう。以下同じ。）
で国土交通大臣が指定したものをいう。

（一級河川の管理）
第九条  一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。

２  国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）内の一級河川に係
る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該
一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととするこ
とができる。

河川法政令
（都道府県知事または指定都市の長による指定区間の一級河川の管理）
第二条  法第九条第二項の規程により、指定区間内の一級河川については、

都道府県知事が行うこととされる管理は次に掲げるもの以外のもの
とする。
２  河川整備基本方針を定め、または変更すること （抜粋）

（河川整備基本方針）
第十六条  河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川

の河川工事及び河川の維持（次条において「河川の整備」という。）についての基
本となるべき方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めてお
かなければならない。

２ 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川
環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政
令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保で
きるように定められなければならない。

３ 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会
資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府
県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじ
め、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。

５ 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。

６ 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。


































